
教室事業ご参加の皆様へ 

 

教室事業等におけるキャンセル料の取扱いについて 

 

日頃より、本財団事業にご参加をいただきまして、厚く御礼申し上げます。 

教室事業へお申込みいただいた際のキャンセル料については、下記のとなっております。 

ご確認の上、お手続きをお願いいたします。ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

1.お客様都合によるキャンセル料の取扱い 

（１）財団管理施設以外への宿泊を伴う事業 

   ＜クレジットカード・現金でお支払いの場合＞ 

   ・事業初日の一週間前の同じ曜日まで キャンセル料なし 

   ・上記以降             参加費の１００％ 

   ＜コンビニオンライン決済でお支払いの場合＞ 

   ・事業初日の一週間前の同じ曜日まで     ３００円 

   ・上記以降             参加費の１００％ 

 

（２） 上記以外の事業 

＜クレジットカード・現金でお支払いの場合＞ 

 ・事業初日の一週間前の同じ曜日まで キャンセル料なし 

 ・上記以降             参加費の１００％ 

 ＜コンビニオンライン決済でお支払いの場合＞ 

 ・事業初日の一週間前の同じ曜日まで     ３００円 

 ・上記以降             参加費の１００％ 

 

  ※キャンセルのご連絡は施設休館日の場合もございますので、問合せ先のe-mailでお知らせください。 

    なお、当日現金払いなどの事業は上記取扱いの適用外となります。 

 

2.主催者都合（施設都合）によるキャンセル料の取扱い 

 主催者都合等による教室中止または自然災害等不可抗力により施設が臨時休館し、当初実施回数を予備

日で補うことができなかった場合は、その回数分の受講料をご返金させていただきます。 

 

以上 
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